
 

 

 

 

 

 

2025 年 8 月 4 日の中央最低賃金審議会による地域別最低賃金額改定の目安

の答申を受け、現在、各都道府県の地方最低賃金審議会での議論が進められて

います。 

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は

1,118 円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は 63 円（昨年度は 51

円）となり、昭和 53 年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。ま

た、引上げ率に換算すると 6.0%（昨年度は 5.1%）となります。 

広島県については 18 日、現行の 1,020 円から 65 円引き上げ、1,085 円と

するよう答申しました。本日はその最新情報をお伝えします。 

 

 現時点でもっとも引上げ額が大きいのは石破首相のお膝元である鳥取県の

73 円。次いで、島根県の 71 円、石川県の 70 円と続いています。なお、今年

度は発効日まで長めの期間を設定する県が複数見られ、岡山県の発効日は 12

月 1 日が予定されています。 

 

各都道府県労働局ではこの答申に基づき、異議申出の公示など諸手続きを

経て、改正決定を行いますので、この金額等はまだ最終決定ではありませんが、

現段階では、答申の状況であり、正式な決定は今後になりますが、目安ランク

C の県からどの程度の引上げが示されるかも含めて、注目すべき内容です。 

 

都道府県 改定前 改定後 引上額 発効月日 ランク
広島 1,020 1,085 65 11月1日 B
東京 1,163 1,226 63 10月3日 A
鳥取 957 1,030 73 10月4日 C
島根 962 1,033 71 11月17日 B
岡山 982 1,047 65 12月1日 B
神奈川 1,162 1,225 63 10月4日 A
山口 979 1,043 64 10月16日 B
石川 984 1,054 70 10月8日 B

見込み：2025年度の地域別最低賃金（単位：円）
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懸念される地方中小企業就業者の会社への満足度の低さ 
 

労働力人口の減少が続く中、都市部・首都圏への人口流出の問題もあり、地方では人手不足が深刻な状況となっ

ています。そんな地方の中小企業で働く正社員（20 代から 50 代）を対象とした意識調査をマイナビが実施しまし

たので、本日はその結果を見ていくことにしましょう。 

 

 地方中小企業就業者 大 企 業 就 業 者 

現在の勤務地 東京・神奈川・埼玉・千葉を除く 全国対象 

会社全体の従業員数 5 名以上、300 名以下の民間企業 1,000 名以上の民間企業 

 

とりわけ顕著だったのが「福利厚生」と

「収入」の項目です。福利厚生は、給与・

賞与とは別に従業員や家族に対して与え

られるもので、報酬の側面をもちます。近

年では、給与や賞与に次ぐ「第三の賃上げ」

として、従業員の待遇と働きやすさの向上

へ福利厚生を充実させようという動きも

みられます。 

 

この結果が示すように、報酬や自身が仕

事をすることによって受ける待遇の満足

度には、地方中小企業と大企業との間にギ

ャップがあります。今後、地方中小企業の

雇用を守っていくために解消しなければ

ならない重要な課題と言えるでしょう。 

 

 

ひらたコラム 
10 代の終わりに初めて訪れたタイで、何気なく買ったタイポップス CD のタイ

語がかわいくて、タイ語を勉強したいと思ってから 20 数年。 

気が向いたときにあの難解な文字を覚えてみようとしたり、そうかと思えばま

た数年ほったらかしにしたり…。最近また少しずつ単語を覚えたりしていた矢

先、市内でタイ人のボランティア先生による初級タイ語講座が開講されるという

ことで、どきどきしながら受講してきました！ 

日本語にはない発音が多く、単語ひとつひとつが短いので同音（に聞こえる）

異義語がたくさんあり、ネイティブに教わる機会はとても重要です。自分で勉強

したことが出てきたりして、「分かると楽しい」を 42 歳にして実践中。 
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